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要 旨 

新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が深刻になる中、本

市でも、18 歳未満の子を持つ世帯を対象とした、子育て世帯への臨時特

別給付に続き、住民税非課税世帯等に対して 10 万円を支給する、臨時特

別給付金事業が始まっている。 

給付金の対象者は、①令和３年 12 月 10 日の基準日において、世帯全

員の令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯、②新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあ

ると認められる、家計急変世帯とされている。 

特に、②は、令和２年中の新型コロナウイルス感染症の影響による家

計の急変が、令和３年１月以降も継続し、令和３年度分の住民税均等割

が非課税である世帯と、同様の事情にあると認められる場合も含むとさ

れているが、これに自分が該当するかどうかの判断は難しく、行政など

の手助けが必要である。 

子育て世帯への臨時特別給付の際は、連日、テレビや新聞で、大きく

報道された。しかし、今回の住民税非課税世帯への給付金については、

制度発足時に少し報道されただけで、広く知らされているとは言えない。 

市長が、本市は２月７日から給付金の手続きに入るとの会見をしてか

らも、情報の広がりがあったが不十分であった。 

生活と健康を守る会が、①のプッシュ型の対象者に、給付金の手続が

決まったことを知らせると、約９割の方から、知らなかった、私も受け

取れるのですか、知らせていただきありがとうございますと感謝された。 

ついては、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給にあたり、

下記のとおり措置していただきたい。 

記 

１ プッシュ型の対象者に対しては、臨時特別給付金支給要件確認書が
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返信されていない世帯に、返信を促すこと。 

２ 本市が窓口となっている、様々なコロナ支援制度相談者や申請者な

どに対しては、家計急変世帯に該当している可能性がある旨のお知ら

せを送付すること。 


